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衆
議
院
議
員
木
村
榮
君
提
出
松
江
地
方
裁
判
所
の
不
法
処
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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被
告
人
平
井
英
雄
外
九
名
に
対
す
る
騒
擾
及
び
建
造
物
侵
入
被
告
事
件
の
勾
留
理
由
開
示
手
続
の
法
廷
は
、
昭
和
二
十
三

年
十
月
三
十
日
松
江
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
廷
に
お
い
て
、
被
告
人
高
地
傳
次
郞
を
除
く

そ
の
余
の
被
告
人
等
は
、
再
三
に
わ
た
り
裁
判
官
の
制
止
を
聞
か
ず
、
革
命
歌
の
高
唱
、
そ
の
他
の
怒
号
喧
燥
の
行
爲
を
反

覆
し
、
そ
の
結
果
裁
判
官
か
ら
被
告
人
高
地
傳
次
郞
を
除
く
そ
の
余
の
被
告
人
全
員
に
対
し
退
廷
を
命
ず
る
に
至
つ
た
も
の

で
あ
る
。 

こ
の
裁
判
官
の
退
廷
命
令
の
執
行
に
あ
た
つ
て
、
執
行
を
命
ぜ
ら
れ
た
警
察
官
が
、
人
違
い
の
た
め
被
告
人
高
地
傳
次
郞

に
退
廷
を
求
め
よ
う
と
し
た
事
実
が
あ
る
が
、
同
人
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
警
察
官
に
お
い
て
そ
の
人
違
い
を
認
め
、

直
ち
に
そ
の
要
求
を
撤
回
し
た
。 

な
お
、
被
告
人
高
地
傳
次
郞
に
対
し
て
は
、
同
日
引
き
続
き
右
の
法
廷
に
お
い
て
、
裁
判
官
か
ら
勾
留
理
由
の
開
示
手
続 

質
問
主
意
書
記
載
の
ご
と
く
被
告
人
高
地
傳
次
郞
を
法
廷
外
に
連
れ
出
し
た
事
実
は
な
い
。 

衆
議
院
議
員
木
村
榮
君
提
出
の
松
江
地
方
裁
判
所
の
不
法
処
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

二 

を
完
了
し
て
い
る
か
ら
そ
の
旨
申
添
え
る
。 




